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2018 年度の「人手不足」関連倒産は過去

最多の 400 件に 

～東京商工リサーチ調査 

深刻な人手不足が続いていますが、こ

のほど東京商工リサーチの調査結果が公

表され、2018 年度（2018 年４月～2019 年

３月）の「人手不足」関連倒産は 400 件

（前年度比 28.6％増、前年度 311 件）に

達し、年度ベースでは、2013 年度に調査

を開始以来、これまで最多だった 2015 年

度（345 件）を上回って、最多件数を塗り替

えたことがわかりました。 

 
◆「人手不足」のうち、「後継者難」による

ものが最多の 269 件 

調査結果によると、「人手不足」関連倒

産 400 件の内訳では、代表者や幹部役員

の死亡、病気入院、引退などによる「後継

者難」型の 269 件（前年度比 7.6％増、前

年度 250 件）が最多で、次いで、人手確保

が困難で事業継続に支障が生じた「求人

難」型が 76 件（同 162.0％増、同 29 件）、

賃金等の人件費のコストアップから収益が

悪化した「人件費高騰」型が 30 件（同

114.2％増、同 14 件）、中核社員の独立、

転職などで事業継続に支障が生じた「従

業員退職」型が 25 件（同 38.8％増、同

18 件）でした。 

 

◆産業別ではサービス業の 105 件が最多 

また、産業別にみると、最も多かったの

がサービス業他の 105 件（前年度比

34.6％増、前年度 78 件）で、次いで建設

業が 75 件（同 4.1％増、同 72 件）、製造

業が 62 件（同 58.9％増、同 39 件）、卸売

業 59 件（同 43.9％増、同 41 件）、貨物自

動車運送などの運輸業 34 件（同 61.9％

増、同 21 件）などとなっています。 

 

◆北海道と四国を除く７地区で増加 

さらに地区別では、全国９地区のうち、

関東（125→173 件）、九州（39→62 件）、

中部（34→43 件）、近畿（33→39 件）、東

北（24→28 件）、中国（18→19 件）、北陸

（３→５件）の７地区で前年度を上回り、北

海道（21→18 件）と四国（14→13 件）の２

地区では減少となりました。 

働き方改革法の施行や外国人労働者

の受入れ拡大でこの傾向に歯止めがかか

るのか、注視していきたいところです。ま

た、東京商工リサーチでは、年度・月別に

企業の倒産事例も公開していますので、

関心をお持ちの方は参考にしてください。 

【2018 年度「人手不足」関連倒産～東京

商工リサーチ調査】 

http://www.tsr-

net.co.jp/news/analysis/20190405_01

.html 

【「こうして倒産した・・・」～東京商工リサー

チ調査】 
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求人広告サイト詐欺に要注意！！ 

～「無料で広告」が後で６０万円の請求

も 

このような深刻な中小企業や自営業者

の人手不足を狙った、求人広告サイト詐

欺の被害が急増しています。この詐欺業

者の手口は、次のとおりです。 

 

◆深刻な人手不足につけこまれる中小企

業 

詐欺業者は、ハローワーク等で求人を

出している中小企業や自営業者に対し

て、「無料で求人広告を出せます！」とう

たって勧誘してきます。 

しかしながら、初回の一定期間のみ無

料ではあるものの、期間が経つと契約が

自動更新されてしまい、後に業者から数十

万に上る高額な広告掲載料が請求されて

きます。 

現在、このような「無料求人」をうたった

広告業者による被害が、全国の中小企業

や自営業者の間で多発しているのです。 

 

◆広告業者の巧妙なだましの手口 

このような広告業者からの勧誘が多い

のは、介護施設や保育施設などの福祉施

設、医療機関、運送業、製造業、サービス

業など、深刻な人手不足が常態化してい

る業界が中心です。 

広告業者は、電話やファックスなどで、

「今なら、１ヶ月間無料で求人広告を掲載

できます。」などと勧誘してきます。 

ところが、無料期間が終わると、自動的

に高額な有料広告掲載に切り替えられて

しまいます。 

この自動更新の話は、確かに書類や

ファックス文書に書いてあるのですが、非

常に小さな字であったり、裏面に目立たな

いように記載されているだけです。 

自動更新で有料になることや、契約解

約の話は、業者からきちんと説明されるこ

とはありません。 

無料期間が終わると、数十万円の高額

な請求書が届き、なかには６０万円といっ

た高額な請求をされた例もあります。 

 

◆契約時のチェックを入念に 

 広告業者の手口は、相手が契約書の小

さな文字で書かれた条項を見落とすことを

前提とした悪質な方法です。 
 弁護士としては、詐欺的勧誘方法であり、

業者の請求金額を払う義務はなく、支払い

に応じるべきではないと考えます。 
 しかし、この種の求人広告サイト詐欺の

裁判例はなく、契約書自体には有料期間

のことが明記されているため、裁判を起こ

された際のリスクには不透明な部分があり

ます。 
 そのため、このようなリスクに巻き込まれ

ることを防ぐため、最初の契約時に、無料

期間終了後の料金などを入念に確認する

ことが大切です。 
世の中、「ただより高いものはない」と言

われます。どんな小さな契約を締結する場

合でも、どんな些細な書類にサインする場

合でも、書面をしっかり読んで納得してか

らサインすることが必要です。 
 

当事務所よりひと言 

 私は、消費生活アドバイザー資格者なの

で、消費者事件も手がけますが、今回の

求人広告サイト詐欺のような、中小企業や

自営業者を狙った詐欺被害には頭を抱え

ています。 
 なぜなら、個人の消費者は、クーリング

オフ等の消費者法によって救済されること

もありますが、消費者法は事業者を救って

はくれないからです。 
 だからこそ、詐欺業者は、中小企業や自

営業者をターゲットにしていますので、被

害防止対策の徹底を図りたいと思います。 
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